
統計調査をご存じですか？ 

国や兵庫県が実施する調査で毎年さまざまな調査があり、令和７年度は、その中でも最大規模

となる「国勢調査」が実施される予定です。 

この調査は、全世帯が対象となっており、尼崎市内を約4,300調査区に分けて実施され、その

調査結果は、衆議院の小選挙区割りや地方交付税の算定基礎になるなど非常に重要な統計調査

となっております。 

従事期間  令和７年８月下旬から１０月下旬の約２ヶ月間 

         （現地調査の期間は、約４週間程度） 

報 酬  ３０，０００円前後 

（担当世帯数によって、増減があります。） 

募集期間  令和７年３月３１日（月）まで 

お問合せ  尼崎市 情報統計担当（平日午前９時から午後５時３０分まで） 

     所在地 東七松町１－５－２０（尼崎市市政情報センター１階） 

     電話 ０６－６４８９－６１５０ ＦＡＸ ０６－６４８９－６２０５ 

メール ama-tokei@city.amagasaki.hyogo.jp 

都合に合わせて、ご自身のペースでできるお仕事です。 

空いている時間を有効活用していただくことが可能です。

令和７年国勢調査の仕事内容は、担当調査区を巡回し、要図や名簿を作成し、 

調査対象となる世帯を訪問し、調査票の記入依頼や回収をします。

登録要件 

・２０歳以上の民間の方で、責任を持って調査業務を遂行できる健康な人。 

・調査で知り得た個人情報保護（守秘義務）を遵守できる人。 

・税務、警察、選挙、興信所、報道関係等と直接関係のない人。 

・暴力団員並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する人ではないこと。 

・営利企業の従事制限はありませんので、お仕事をしている方でも登録調査員になれます。

お仕事をしていただく期間や報酬は下記のとおりです。

調査の詳細や過去の調査結果は、政府統計の総合窓口「e-stat」から確認できます。 

政府統計の総合窓口 https://www.e-stat.go.jp/


